提出書類について(特定調達契約（ＷＴＯ案件）用) 
提出書類一覧 
	書類名
	説明

	申請書類確認表 
	必要な書類がそろっているかを確認する書類です。 

	競争入札参加資格審査申請書
	記載の指示に従って必要な項目全てを入力してください。

	使用印鑑届
	「使用印」は、必ず代表者印（入札契約権限を主たる営業所以外の営業所等の長（使用人）に継続して委任しようとする場合は、当該長の印）を使用してください（会社印は不可）。
※　印影が代表取締役之印、社長之印、△△支店長之印、営業所長之印などと印字されているもので、入札契約権限のある者の印を使用してください。
※　○○会社之印、株式会社△△印などと印字されている社印等、個人を特定できないものは使用できません。

	委任状
（該当者のみ）

	申請者がの主たる営業所以外の営業所等の長（使用人）に入札契約権限を継続して委任しようとする場合のみ作成してください（独自様式不可）。
受任者の「支店等の名称」の欄は、「〇〇会社　〇〇支店」等と記入してください。
委任する場合は、受任者に係る営業所等が、申請希望業種の営業に関し法令上の登録等が必要な場合は当該登録等を受けており、かつ、常時建設コンサルタント業務等の請負契約を締結するものであることが必要です。
※　単に連絡場所として用いている営業所等の長への委任はできません。
※　代理人は、営業所等に常勤している申請者の役員又は申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある従業員（臨時社員、非常勤社員、派遣社員、契約社員等は除く。）に限ります。
入札契約権限の一部のみを委任することはできません。

	口座振替依頼書
（該当者のみ）

	新規申請者及び更新申請者のうち「口座振替依頼書」の内容に変更がある者は、提出が必要です。
この様式は、申請書（他の提出書類）に綴じ込まずに提出してください。
※　更新申請する者で、現在届け出ている「口座振替依頼書」の内容に変更がないものは、提出の必要はありません。

	履歴事項全部証明書
	商業・法人登記の履歴事項全部証明書（現在事項全部証明書は不可。発行（証明）年月日が申請日の３か月前の日以降のもの）（写し可）

	消費税及び地方消費税の納税証明書（その３）
	「未納の税額がない。」旨の記載のある納税証明書（「その３」、「その３の２」又は「その３の３」のいずれか）を提出してください（証明年月日が申請日の３か月前の日以降のもの）。（写し可）
　納付すべき税額がない場合も、上記の納税証明書が発行されるので提出してください。
　納税証明書は、納税地を所管する税務署で発行されるので、消費税及び地方消費税の納税証明書（未納の税額がないこと用）の交付を受けたい旨申し出た上で、該当する税務署に請求してください。




	広島市税の納税証明書又は申立書
	ア　広島市の区域内に事業所等を有しているもの
広島市が発行する広島市税の納税証明書を提出してください。（写し可）
（ア）　課税されている場合
「令和○○年○月○○日（直近の証明可能な日）以前に納付すべき市税について､滞納の税額がない。」旨の記載のあるもの（証明年月日が申請日の３か月前の日以降のもの）。
（イ）　課税されていない場合
「納付すべき確定した徴収金がない。」旨の記載のあるもの（証明年月日が申請日の３か月前の日以降のもの）
イ　広島市の区域内に事業所等を有していない者
（ア）　広島市への納税義務がある場合
広島市発行の広島市税の納税証明書を提出してください（上記ア参照）。
（イ）　広島市への納税義務がない場合
「申立書」を提出してください（納税証明書の提出は不要）。
※　広島市の区域内に事業所等を有していない者であっても、広島市の区域内に固定資産（償却資産を含む。）を有する場合や申請書を提出する年度の属する年の１月１日現在に広島市の区域内に居住していた従業員を雇用しているときは、固定資産税等や特別徴収に係る市民税の納税義務がある場合があるので､広島市税の納税証明書を提出してください。
※　申立書の記載事項について、該当しているかよく確認してください。
※　申立書の右上の日付欄は、申請日又は書類作成日のいずれかを記入してください。

	技術者経歴書
	［許認可・技術者情報入力］の欄に、有資格技術者職員として計上した者は、必ず記載してください。
ア　「（業務分野）」の欄は、原則として建設コンサルタント業務等の業種別に記入し、その業種ごとに別葉として業務に携わる全ての技術者経歴を記入してください。
また、記入は、営業所等（主たる営業所（本店）又はそれ以外の常時契約を締結する営業所等）ごとにまとめて行い、営業所等の名称を「氏名」欄に（）書で記入し、次の行から当該営業所等に所属する技術者の氏名等を記入してください。なお、営業所等ごとに別葉としても可。
イ　「学校の種類」の欄は、大学、高等専門学校等の別を記入してください。
ウ　「法令による免許等」の欄は、業務に関し法律又は命令による免許又は技術若しくは技能の認定を受けたもの及び公共用地経験者を記入してください。
申請書の有資格技術職員又は有資格職員に該当する同一資格を有する者が複数いる場合には、当該資格の右に順番に番号を付すようにしてください。
《例》○級建築士①、○級土木施工管理技士①
エ　「実務経歴」の欄は、最近のものから記載し、純粋に当該建設コンサルタント業務等に従事した職種及び地位を記入してください。

オ　「実務経験年月数」の欄は、専ら当該建設コンサルタント業務等に従事した期間を記入してください。
公共用地経験者は、官公庁での公共用地に係る実務経験年月数を（）書きで記入し、当該建設コンサルタント業務等の経験年月数には、官公庁での経験年月数を含まないで記入してください。
カ　この調書に代えて統一様式又は記載項目が同一の類似様式を使用することができますが、その際は、アからオまでの記入方法に従ってください。特に、同一資格者が複数いる場合には、順番に番号を付すようにしてください。

	営業に関し法律上必要とする登録の証明
（該当者のみ）
	ア　測量業務を申請する場合（(ア)及び(イ)の双方とも提出すること）
(ア)　測量業者登録証明書の写し（証明年月日が申請日の３か月前の日以降のもの）又は登録通知書の写し（通知年月日が申請日の３か月前の日以降のもの）
(イ)　直近の登録申請書の写し又は測量法第５５条の８の規定に基づく書類の写し（「申請書」、「申請書別紙」、「使用人数、営業所ごとの測量士・測量士補の数」等）
※　測量業者登録申請書別紙に記載された営業所（常時測量の請負契約を締結する営業所）のみ登録可
イ　建築関係建設コンサルタント業務のうち建築一般を申請する場合
建築士事務所登録証明書の写し（証明年月日が申請日の３か月前の日以降のもの）又は登録通知書の写し（通知年月日が申請日の３か月前の日以降のもの）
ウ　地質調査業務、土木関係建設コンサルタント業務、補償関係コンサルタント業務について、国土交通省の登録規程による登録を受けている場合直近の現況報告書の写し（国土交通省の確認済印のあるもので、全添付書類を含む。）又は登録通知書の写し（新たに登録を受けた業務で現況報告書の提出を行っていない場合に限る。）
エ　その他営業に関し必要な登録を受けている場合
(ア)　不動産鑑定業者登録証明書の写し（証明年月日が申請日の３か月前の日以降のもの）
(イ)　土地家屋調査士登録証明書の写し（証明年月日が申請日の３か月前の日以降のもの）
(ウ)　司法書士登録証明書の写し（証明年月日が申請日の３か月前の日以降のもの）
(エ)　計量証明事業者登録証明書の写し(証明年月日が申請日の３か月前の日以降のもの）
又はこれら各登録通知書の写し(通知年月日が申請日の３か月前の日以降のもの）






	決算書の写し
	次の書類を提出してください。
ただし、他の提出書類に添付して当該書類を提出する場合は、重複して提出する必要はありません。
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表の写し（直前１年の事業年度のもの）。ただし、協同組合にあっては、株主資本等計算書及び注記表に代えて「剰余金の処分（又は損失の処理の方法）を記載した書面」の写し。
※直前１年の事業年度の財務諸表の調製が完了していない場合は、その前年度の財務諸表を提出してください。

	営業所等調書兼実態調査同意書
　（該当者のみ）

	ア　広島市の区域内に所在する営業所が主たる営業所（本店）又は受任地である場合に、法令等により常勤性が求められている者の在勤状況、技術者の資格、雇用関係、専任状況、事務所の実態等について広島市が実地に調査する場合に、これに協力することに同意した上で、作成してください。
イ　作成日時点の状況を記入してください（この調書の記載事項そのものに関する変更届は不要です。）。
ウ　該当する□欄にﾚを記入してください。
エ　（様式２－１）①に記載した営業所の写真（事務所の状態が分かる外観及び内部の写真（デジタルカメラによるデータの貼付けも可）を（様式２－２）②に貼付してください。なお、外観の写真については建物が判別できるもの（看板のみやビルの入口のみ等の写真は不可）、内部の写真については事務所内の状態が分るもの（机等の配置がされており、事務所として機能していることが分かる写真）を貼付してください。
オ　（様式２－１）①に記載した営業所以外の営業所等が広島市の区域内に所在する場合は、（様式２－２）③に記入してください。

	切手（定形郵便物（５０ｇ以内）郵便料金相当額）
（該当者のみ）

	　新規申請者・資格区分の追加申請者・パスワード再発行者に限り提出してください。（パスワード等の交付についてのお知らせ送付用として使用します。）
　封筒等に貼らずに提出してください。
　普通切手を使用してください。
　別の封筒に入れるなど、他の書類に紛れないようにして提出してください。



